
第
三
十
六
条
第
二
項
中
「
別
表
第
六
」
を
「
別
表
第
五
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
中
「
本
庁
の
」
を
削
る
。

第
七
十
条
第
一
項
中
「
及
び
病
院
」
を
削
る
。

第
九
章
中
第
百
二
十
九
条
を
第
百
三
十
四
条
と
し
、第
百
二
十
八
条
の
二
を
第
百
三
十
三
条
と
す
る
。

第
九
章
を
第
十
章
と
し
、
第
八
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
九
章

会
計
検
査

（
検
査
）

第
百
二
十
九
条

会
計
検
査
は
、
財
務
事
務
の
適
正
を
期
し
、
か
つ
、
そ
の
是
正
を
図
る
た
め
、
病
院

に
つ
い
て
年
一
回
以
上
行
う
も
の
と
す
る
。

（
検
査
員
）

第
百
三
十
条

会
計
検
査
は
、
会
計
検
査
員
が
行
う
。

２
　
会
計
検
査
員
は
、
知
事
の
指
名
す
る
職
員
と
す
る
。

３

会
計
検
査
員
は
、
通
常
三
名
か
ら
五
名
を
も
つ
て
編
成
し
、
上
席
の
会
計
検
査
員
を
も
つ
て
主
査

と
す
る
。

４

会
計
検
査
員
は
、
会
計
検
査
に
際
し
て
厳
正
公
平
を
期
し
て
事
実
の
精
査
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５

会
計
検
査
員
は
、
会
計
検
査
上
の
必
要
に
よ
り
、
会
計
検
査
を
受
け
る
者
に
対
し
帳
簿
、
書
類
若

し
く
は
報
告
の
提
出
を
求
め
、
又
は
関
係
者
に
質
問
し
、
若
し
く
は
出
頭
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
事
項
）

第
百
三
十
一
条

会
計
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

一
　
予
算
の
執
行
状
況

二
　
現
金
、
物
品
、
有
価
証
券
等
の
出
納
及
び
保
管
の
状
況

三
　
土
地
、
建
物
、
設
備
等
の
管
理
の
状
況

（
報
告
及
び
指
示
）

第
百
三
十
二
条

会
計
検
査
員
は
、
会
計
検
査
を
実
施
し
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
知
事
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
是
正
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
中
央
病
院
に
あ
つ
て
は
管
理
局
長
、
北
病
院
に
あ
つ
て
は
院
長
に
対
し
、
必
要
な

措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
三
福
祉
保
健
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
　
会
計
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
を
削
り
、
別
表
第
五
を
別
表
第
四
と
し
、
別
表
第
六
を
別
表
第
五
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
山
梨
県
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
四
十
六
号

山
梨
県
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
病
院
事
業
財
務
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

「
第
九
章
　
会
計
検
査

目
次
中
「
第
九
章
　
雑
則
（
第
百
二
十
八
条
の
二
・
第
百
二
十
九
条
）
」
を

第
十
章
　
雑
則
（
第

（
第
百
二
十
九
条
│
第
百
三
十
二
条
）

に
改
め
る
。

百
三
十
三
条
・
第
百
三
十
四
条
）

」

第
三
条
第
一
項
中
「
及
び
病
院
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
五
条
第
六
項
中
「
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
」
を
「
企
業
出
納

員
に
、
次
に
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
　
現
金
の
出
納
及
び
保
管
を
行
う
こ
と
。

二
　
有
価
証
券
の
出
納
及
び
保
管
を
行
う
こ
と
。

三
　
物
品
の
出
納
及
び
保
管
を
行
う
こ
と
。

四
　
預
り
金
及
び
預
り
有
価
証
券
の
出
納
及
び
保
管
を
行
う
こ
と
。

五
　
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
確
認
を
行
う
こ
と
。

六
　
出
納
取
扱
金
融
機
関
の
検
査
を
行
う
こ
と
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
別
表
第
五
」
を
「
別
表
第
四
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中
「
本
庁
の
」
を
削
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
八
年

八
月
二
十
一
日

号
外
第
四
十
七
号

月　曜　日
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七
号
　
　
平
成
十
八
年
八
月
二
十
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